
 - 1 - 

 

入 札 公 告 

 

 次のとおり一般競争入札に付します。 

 

 令和６年４月１９日 

分任支出負担行為担当官 

近畿中国森林管理局 

京都大阪森林管理事務所 氏橋 亮介 

 

１ 競争に付する事項 

（１）業 務 名   大谷林業専用道新設工事現場技術業務委託 

（２）業務内容   林業専用道新設工事における監督業務の補助業務 

（３）履行期間   契約締結日の翌日から令和７年１月１０日まで 

（４）業務場所   京都府舞鶴市滝ヶ宇呂字大谷（大谷国有林） 

 

２ 競争に参加する者に必要な資格に関する事項 

（１）予算決算及び会計令（昭和 22 年勅令第 165 号）第 70 条及び第 71 条の規定に該当

しない者。 

なお、未成年者、被保佐人又は補助人であって、契約締結のために必要な同意を得

ている者は、同条中、特別な理由がある場合に該当する。 

（２）令和４・５・６年度農林水産省競争参加資格（全省庁統一資格）の「役務の提供等」

の「調査・研究」で「Ａ」、「Ｂ」、「Ｃ」又は「Ｄ」の等級に格付けされている者。 

（３）会社更生法に基づき更生手続開始の申し立てがなされている者又は民事再生法に基

づき再生手続開始の申し立てがなされている者でないこと。 

（４）現場技術業務を遂行する次に掲げる基準を満たす技術者を有する者とする。 

    １）技師（Ａ）（管理技術者） 

① 技術士法（昭和 58 年法律第 25 号）第 32 条に規定する技術士の登録（森林部門

（森林土木）の登録に限る。）を受けた者。 

②  森林土木部門の専門的知識及び技術を有し、かつ、現場技術業務の実績経験が

ある者で次のいずれかに該当するもの。 

（ア）１級土木施工管理技士の資格を取得し、その後森林土木部門の職務に従事し

た期間が５年以上あり、統括管理の業務経験が５年以上ある者。 

（イ）学校教育法（昭和 22 年法律第 26 号）による大学（短期大学を除く。）又は、

旧大学において、林業又は土木に関する課程を修めて卒業した者（以下「大学

卒」という。）であって、卒業後森林土木部門の職務に従事した期間が 13 年以

上ある者。 

（ウ）学校教育法による短期大学又は旧専門学校令（明治 36 年勅令第 61 号）によ

る専門学校において林業又は土木に関する課程を修めて卒業した者（以下「専

門学校卒」という。）であって、卒業後森林土木部門の職務に従事した期間が

17 年以上ある者。 
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（エ）学校教育法による高等学校又は旧中学校令（昭和 18 年勅令第 36 号）による

中等学校を卒業した者（以下「高等学校卒」という。）であって、卒業後森林

土木部門の職務に従事した期間が 20 年以上ある者。 

（オ）一般社団法人日本森林技術協会が行う林業技士の登録（森林土木部門の登録

に限る。）を受けた者であって、森林土木部門の職務に従事した期間が４年以

上ある者。 

    ２）技師（Ｃ）（現場技術員） 

        次のいずれかに該当するもの。 

① １級又は２級土木施工管理技士の資格を取得し、その後森林土木部門の職務

に従事した期間が４年以上ある者。 

② 大学卒であって、卒業後森林土木部門の職務に従事した期間が５年以上ある

者。 

③ 専門学校卒であって、卒業後森林土木部門の職務に従事した期間が８年以上

ある者。 

④ 高等学校卒であって、卒業後森林土木部門の職務に従事した期間が 11 年以

上ある者。 

（５）「物品の製造契約、物品の購入契約及び役務契約等契約指名停止等措置要領（平成

27 年 4 月 16 日付け 26 林野政第 890 号林野庁長官通知）」に基づき指名停止期間中で

ない者。 

（６）本現場技術業務委託の対象工事の下記請負者と資本関係又は人的関係がない者。 

    株式会社 野村造園土木 

（７）本入札に参加しようとする者の間に資本関係又は人的関係がないこと。 

 

３ 入札説明書等の交付場所及び期間等 

（１）担当部局（問い合わせ先） 

   〒602-8054 京都府京都市上京区西洞院通り下長者町下ル丁子風呂町 102 

         京都大阪森林管理事務所 総務グループ 

電話：075-414-9822 

ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ：nyusatsu_kyoto@maff.go.jp 

（２）入札説明書等の交付期間、場所 

①  交付期間：令和６年４月１９日から令和６年５月１４日まで（土曜日、日曜日及

び祝日等の行政機関の休日を除く。（以下「休日」という。））の９時 00 分から 17

時 00 分まで（12 時から 13 時までを除く。）。 

②  交付場所：３（１）に同じ。 

 

４ 競争参加資格確認書の受付期間及び場所 

本競争の参加希望者は、上記２（２）及び（４）に示した事項を証明する書類を入札

説明書に基づき作成し、以下により提出すること。 

提出された競争参加資格確認書を分任支出負担行為担当官が審査し、要求を満たした

者を最終的に当該競争に参加させる。 

なお、要求を満たしていない者には、令和６年５月１４日までにその旨連絡をする。 

①  原則として電子メールにより提出するものとし、３（１）のメールアドレスに 
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４②の受付期間内に必着とする。 

 なお、提出した確認書類の差替え及び追加提出については、４②の受付期間内に

おいて受け付ける。 

②  受付期間：令和６年４月２２日から令和６年５月８日まで（休日を除く。）の 

９時 00 分から 17 時 00 分まで（12 時から 13 時までを除く。）。 

③  受付場所：３（１）に同じ。 

 

５ 入札の日時及び場所 

入札書は持参または郵便とし、郵便入札による場合は令和６年５月１４日 17 時必着

とする。ただし、郵便入札による場合は「一般書留郵便」に限ることとし、再入札を執

行する場合は参加できないものとする。 

①  入札は、令和６年５月１５日 10 時 00 分に京都大阪森林管理事務所会議室で行う。

なお、開札は入札締め切り後、直ちに行う。 

②  競争入札の執行に当たって、委任状がある場合は委任状を持参し入札前に提出す   

ること。 

 

６ 入札方法 

落札にあたっては、入札書に記載された金額に当該金額の 10％に相当する額を加算し 

た金額（当該金額に１円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てるものとする。） 

をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であ 

るか免税事業者であるかを問わず、見積もった金額の 110 分の 100 に相当する額を入札

書に記載すること。 

 

７ 入札の無効 

本公告に示した競争参加資格のない者が行った入札、提出書類等に虚偽の記載をした

者が行った入札及び入札に関する条件に違反した入札は無効とする。 

 

８ 落札者の決定方法 

予算決算及び会計令第 79 条の規定に基づき作成された予定価格の制限の範囲内で、

最低の価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。 

 

９ 入札保証金及び契約保証金 

① 入札保証金 ： 免除 

② 契約保証金 ： 免除 

 

10 契約書作成の要否 ： 要 

 

11 その他 

入札及び契約手続きにおいて使用する言語及び通貨は、日本語及び日本国通貨に限る。 
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お知らせ 

１ 農林水産省の発注事務に関する綱紀保持を目的として、農林水産省発注者綱紀

保持規程（平成 19 年農林水産省訓令第 22 号）が制定されました。この規程に基づ

き、第三者から不当な働きかけを受けた場合は、その事実をホームページで公表す

るなどの綱紀保持対策を実施しています。 

 詳しくは、近畿中国森林管理局のホームページ「発注者綱紀保持対策」をご覧下

さい。 

２ 農林水産省は、経済財政運営と改革の基本方針 2020 について（令和 2 年 7 月 17

日閣議決定）に基づき、書面・押印・対面の見直しの一環として、押印省略などに

取り組んでいます。 

 


